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令和８年３月２７日

半日・１時間単位での取得制度を継続し、社内周知を徹底する。勤怠管理システ

ムにより取得状況を定期的に把握し、取得が進んでいない従業員には個別に声

掛けを行うなど、取得しやすい職場環境づくりに取り組む。あわせて、有給休暇は

期限を設けず最大４５日まで繰越可能とする。

従業員の年次有給休暇の取得促進を図り、1人当たりの年間平均取得日数が8日

以上となることを目指す。

若手社員が将来像を描ける育成体系を構築し、職場定着率の向上と安心して働

き続けられる職場環境づくりを目指す。

入社３年目までの段階別育成計画を策定し、習得目標と到達基準を明確化する。

面談前自己申告シートを導入し対話の質を高めるとともに、指導者研修および人

事考課制度を整備し、育成と評価が連動した仕組みを構築する。


